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平成２７年度第３回秦野市総合教育会議 

 日      時  平成２８年２月２４日（水）  午前１０時００分～午前１１時０３分 

 場      所  秦野市役所西庁舎３階会議室 

 構成員 

 秦野市長 古谷 義幸 

 委員長 望月 國男  委員長職務代理者 髙槗 照江 

 委 員 飯田 文宏  委 員 片山 惠一  教育長 内田 賢司 

 事務局 

 の出席者 

教 育 部 長 水野 和成 

教育総務課長 山口  均 

学校教育課長 片野 新治 

教育指導課長兼 

教育研究所長 柏木 荘一 

 

生涯学習課長 佐藤 正男 

図 書 館 館 長 石井 勇次 

教育総務課課長代理（庶務担当） 鈴木 利昭 

教育総務課庶務班主任主事 水野 統之 

 傍聴者  ９名 

 

 教育部長 おはようございます。それでは、ただいまより２７年度第３回

総合教育会議を開催いたしたいと思います。 

まず、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

２７年度第３回総合教育会議次第が１枚。それから、資料１と

しまして大綱が１部、資料２といたしまして「平成２８年度教育

委員会基本方針及び主要施策（案）について」でございます。よ

ろしいでしょうか。 

それでは、お手元の会議次第に沿って進めさせていただきたい

と思いますが、進行につきましては、運営要綱第２条第２項の規

定によりまして市長が進行を行うとされてございますので、市長、

進行のほうをよろしくお願いいたします。 

古谷市長 では、このまま進めさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いをいたします。 

それでは、会議次第に沿って進めさせていただきたいと思いま

す。協議・調整事項に入りたいと思います。 

（１）「秦野市教育大綱について」ということですが、前回の

総合教育会議にて皆様にご協議をいただきました秦野市教育大綱

（案）について、前回のご意見を反映し、大綱（案）としてまと

めたものになります。大綱（案）では、お示しさせていただきま

した５つの方針に加え、前回ご協議をさせていただき内容の精査
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をすることとしております幼・小・中一貫教育の大綱における位

置づけについて盛り込ませていただいております。 

本日の会議をもちまして本市の教育大綱として策定させていた

だければと考えておりますので、ぜひ皆様のお考え、ご意見をお

聞かせいただき、大綱を定めることにしたいと思っておりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

それでは、前回からの変更内容など詳細な内容につきまして、

事務局から説明をさせていただきます。 

事務局、お願いします。 

 教育総務課長 それでは、ご説明いたします。 

前回、大綱（案）を出させていただきました。基本方針、対象

期間をご提示させていただきました。今回、最終案ということで、

今までご協議をいただきました中で出ました意見を反映し、章立

てにして作成をしております。 

また、本年の１月１６日から２月１５日の１カ月間、本市の教

育振興基本計画でございます「はだのわくわく教育プラン」につ

いてパブリックコメントを実施いたしました。その中で大綱にか

かわる部分もございました。市民の皆様からの貴重なご意見をと

いうことで参考とさせていただいております。 

それでは、資料１「秦野市教育大綱」をご覧ください。１枚お

めくりいただきまして、右側の１ページになります。「第１章 策

定にあたって」ということで、大綱策定に係る趣旨、位置づけ、

対象とする期間を記載させていただいてございます。 

１の「趣旨」では、法改正により今後の教育行政に期待されて

いること。大綱策定の意義について記載をしてございます。 

２の「位置づけ」については、秦野市市民憲章、秦野市教育目

標を踏まえた上で、各計画との整合を図りながら大綱を定める旨

を記載してあります。 

３の「対象期間」については、前回同様、平成２８年度から３

２年度までの５年間を対象期間とすることとしております。 

次に、もう１枚おめくりをいただきまして、「第２章 目指す

教育の姿」になります。ここでは、大綱の理念的なことが記載し

てございます。 

１としまして、「幼小中一貫教育を通した子どもの育成」では、

本市の特色を生かした学びと育ちの連続性のある教育活動の推進

により、子どもたちの生きる力を育むことについて記載をしてお

ります。 

２の「『知の循環型社会』の構築の推進」では、子どもたちを
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取り巻く学校、家庭、地域といった社会全体で学びを展開し、教

育力の向上を目指し、それぞれの連携によって新しい時代を切り

開くこころ豊かでたくましい人材を育み、社会全体の活性化を図

っていくといったサイクルについて記載をしてございます。 

次に、もう１枚おめくりをいただきまして、「第３章 ５つの

方針」になります。ここでは、期待する人の姿を教育目標として

定めているわけでございますが、その教育目標を具現化するため

の方針５つを定めさせていただいております。内容に変更はござ

いませんが、前回から多少字句の整理等をさせていただきました。

それぞれの方針について、前回の会議と繰り返しになりますが、

大綱の根幹となりますので、要点を絞ってご説明させていただき

ます。 

まず、方針１では、生涯にわたる学習の基礎となる、「自ら学

び、考え、行動する力」を身につけ、社会を生きる力を確実に育

てるとともに、豊かな情操や規範意識、公共の精神を育むことを

目指しまして、「未来に向かって、たくましく生きる子どもたち

を育みます。」としてございます。 

次に、方針２では、地域による学習支援や地域支援体制づくり

など、地域・家庭・学校が連携して子どもたちの成長を支える仕

組みづくりを進めていくため、「地域力を生かした子どもと地域

が共に育ちあう学校づくりを推進します。」としてございます。 

続いて、方針３では、子どもたちが安全に安心して学校生活を

送れるよう、快適に充実した学習活動ができる教育環境を整備し

ていくため、「子どもたちが安全に安心して学ぶことができる快

適な教育環境づくりを推進します。」としてございます。 

方針４では、多種多様な学習ニーズに合わせた学習環境の整備

に努めるとともに、市民一人ひとりが学習成果を生かすことがで

きる社会の実現を図るため、「市民が地域の資源を生かして生涯

にわたり学習活動を行い、生きがいのある充実した人生が送るこ

とができるように努めます。」としてございます。 

最後に、方針５では、文化財を活用し、歴史文化等に触れるこ

とで文化・芸術活動の振興や郷土愛を育むことを目指して、「市

民の文化活動の充実を図るとともに、郷土の伝統文化の伝承と文

化財の保存・活用を通じ、郷土愛を育みます。」としております。 

また、大綱ではありませんが、前回、髙橋委員のほうからご指

摘のございました家庭教育の部分については、方針２の「地域力

を生かした子どもと地域が共に育ち合う学校づくりを推進しま

す。」の中に包含させていただいております。 
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古谷市長 ありがとうございました。 

大綱について、ご意見等をいただければと思います。ご意見ご

ざいませんでしょうか。 

望月委員長 今回初めて大綱を策定するということで、大綱の中に趣旨とか

位置づけを明記したことは大変よかったと思います。つまり、ど

ういったことに基づいて大綱を策定するのかということが明らか

にされたということは、大変よかったと考えております。 

第２章には、目指す教育の姿が示されています。幼小中一貫教

育と知の循環型社会、この２つの理念というものは本市の教育行

政のどの施策にもかかわってくることなので、大綱に盛り込んだ

ということがよかったのではないかと考えております。 

前回にも申しましたが、本市では来年度から新たな学校づくり

の仕組みとしてコミュニティスクールの導入を予定しておりま

す。西中学校で予定しているわけですが、このコミュニティスク

ールでは学校を核とした地域にもつながるため、子どもたちを中

心に据え、学校と地域が連携・協働していくことが大変重要とな

ってくるわけであります。 

法的にも平成１８年１２月に教育基本法が改正されました。こ

の改正された教育基本法の中では、学校、家庭及び地域住民との

相互の連携教育について明記されました。まさに、この知の循環

型社会の構築を進めていく上で、学校、家庭、そして地域といっ

た社会全体で学びを展開して、子どもたちも大人たちも学び合い

育ち合う教育大綱を構築していく。そして、地域社会の教育力の

向上を図っていくといった循環型社会へ転換する姿の一つがまさ

にコミュニティスクールの実現にあると考えるわけです。 

古谷市長 全国的な流れではございますが、都市化や過疎化の進行、家族

形態の変化、価値観やライフスタイルの多様化などにより、地域

のつながりや支え合いが薄れてきております。地域や家庭におけ

る教育力の低下が懸念される状況にあるわけですが、今、まった

くないということではありませんが、ひと昔前までは地域で子ど

もを見る、育てていくというのが自然だったと思います。親だけ

ではなく近所の大人から物事を教えてもらったり叱ってもらった

りと、学校の外でも学ぶ機会が多くあった。その中で子どもたち

が生きる力を身につけてきたように私は感じています。 

大綱の策定趣旨でも、福祉や地域振興などの一般行政との連携

を深めるということを入れさせていただきましたが、このコミュ

ニティスクール制度は教育における地域振興の一つの試みとなり

ます。まずは、来年度から西中学校を指定いたしまして取組みが
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スタートしますので、実践・研究の中で市長部局が管轄している

市民自治と深くかかわる部分などについて連携をさせていただい

て、よりよいものにしていければと考えているわけでございます。

委員長の意見には賛成です。 

ほかにご意見ございますか。 

髙槗委員 私は、前回、幼小中一貫教育の大綱の中での位置づけについて

質問させていただきました。今回、「第２章 目指す教育の姿」

ということで、はっきりと位置づけしていただき本当にありがと

うございます。一貫教育については、国においても学校教育法が

改正されて小学校から中学校までの９年間の義務教育を一貫して

行える義務教育学校を創設する法整備がされてきました。県内で

は横浜市神奈川区に横浜市立小中一貫校西神奈川小中学校という

のがあり、小中一貫カリキュラムに基づき義務教育９年間の学習

指導と生活指導の円滑な接続を図るための連続性のある教育活動

を行っていて、小学校のうちから専門性の高い分野に興味を示す

子どもや、上級生がよりリーダーシップを発揮する姿などが見ら

れるようです。 

本市では一貫校の創設についてまだ具体的なものはありません

が、現在でも幼小中の施設が隣接していたり、近接しているとい

う本市の特色を生かして、さまざまな交流・連携を実施していま

す。心身の発達に応じた適切な教育には幼から中までの連携・接

続が大切になってきます。本市教育行政での基本方針となる大綱

に位置づけられるということで、さらなる推進を図る大きな力に

なるものと思っています。 

また、前回、家庭教育についても意見を述べさせていただきま

した。親子や家族の触れ合いの中から学びや教えを得るというこ

とが教育の出発点ではないかと思っていますので、家庭教育への

支援が必要だと感じて意見を述べさせていただきました。今回、

大綱の理念である知の循環型社会の構築において、社会全体の教

育力の向上の一つとして示されており、あわせて教育プランの施

策内容に位置づけていくことで、家庭教育への支援を関係機関と

充実させていくことができるようになるものと思います。 

古谷市長 ありがとうございます。 

今お話にありましたけれども、本市では大正時代から幼児教育

に熱心に取り組んできたという歴史があります。他市に比べて多

くの公立幼稚園がありますが、これは幼稚園から中学校の１１年

にわたって行政として一貫した方針のもと、子どもたちに寄り添

える環境があるということだろうと思います。本市の特色ある教
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育・子育て支援の一つにもなっています。市長の立場でも責任を

重く感じているところです。 

また、本市では平成１５年から研究を重ね、２３年度から９つ

の中学校区全てにおいて、秦野の未来を担う子どもの成長を支え

るために一貫教育を推進してきているところでございます。今後

も引き続き、さらなる推進を図っていきたいと思っています。 

先ほど、横浜市での一貫校の話がありましたが、本市でも少子

高齢化が進み、学校施設の建てかえ時期が１５年後、２５年後に

は一斉に来ることから、将来的な学校施設等の一体的整備の方向

性の研究・検討について取りかかろうとしているところでありま

す。施設等の一体化整備の検討に当たっては、一貫教育のあり方

について十分に考慮するとともに、具体なものを示す段階になり

ましたらば、総合教育会議の場で皆様とご協議をさせていただけ

ればと思っております。 

また、家庭教育についてでございますが、支援に当たっては１

歳６カ月健診時にドキドキ子育てといった家庭教育の手帳を配布

するなど、教育委員会だけではなく、福祉、子ども健康の分野な

どと連携した支援を行うことが重要であります。そのためには円

滑な連携が図れるよう知恵を出し合っていかなければならないと

考えております。 

ほかにご意見ございますでしょうか。 

飯田委員 幼小中一貫教育ですが、保護者の中には秦野市が幼小中一貫教

育に取り組んでいることをまだ知らない方も多くいらっしゃると

思うんですね。ですから、市Ｐ連などを利用していただきまして、

秦野市が幼小中一貫教育に取り組んでいるということを一人でも

多くの保護者の方に周知していただきまして、これからもこの事

業に取り組んでいただきたいと思っております。 

古谷市長 先ほども申しましたとおり、重ねてお話になりますが、小学校、

中学校、幼稚園が非常に隣接したところにある教育機関が多いわ

けなんですよね。そうでないところもありますが、そこら辺をう

まく利用するということだろうとも思います。 

その他ございますか。 

片山委員 今、飯田委員もおっしゃられていましたけども、いいものをつ

くっても、皆さんに周知してそれを理解していただくということ

が必要だと思いますので、市を挙げてといいますか、いろいろな

機会を捉えて、こういうことをやっているんだということを周知

していただかないと、せっかくのものも無駄になってしまうと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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教育長 今、飯田委員や片山委員からお話がありました。将来の秦野が

置かれている状況のお話があったのですが、改めて秦野の学校の

状況、歴史というものを振り返りますと、小学校は旧行政区で明

治の時代につくられて、長い歴史があって、それぞれ地域と連携

をしながら伝統を築き上げてきた。それが事実だと思います。私

は常々園長・校長会で話をしているんですけれども、学校は、学

校単独では成立しない、地域とともに歩んで発展して子どもたち

が地域の皆さんに見守られて育っている、こういうことを園長・

校長会で伝えています。 

先程、市長からお話のありましたように、秦野の特性として捉

えているのですが、幼稚園・こども園から中学校までがほぼ地域

の中心のところに位置をしている。そのことが地域とともに歩ん

でいくという点では如実に示すものではないかなという気がしま

す。多くの先人の皆さんが努力をされて築き上げてこられた。そ

うした財産や思いというものを次の時代に学校としても引き継い

でいく責任があると思っています。そうした中では幼小中一貫教

育は秦野の特性を生かしたものですので、しっかりと飯田委員か

らお話がありましたように、保護者の皆さんにもより一層きちん

とお知らせしていくという努力をしなくちゃいけないということ

を考えています。 

幼小中が隣接しているという秦野の特性を生かした学校施設の

一体化という部分についても、国はそういう方針を示したんです

けど、神奈川県もそういう方針を示したんです。そうした意味で

は、一貫教育を進める上においても大変重要な取り組みだと考え

ておりますので、教育委員会としてもぜひ市長とも考え方を整理

して、新年度からの構想づくりに努力をしていきたいと思います。 

古谷市長 先ほども髙槗委員さんからも出ましたけれども、文科省が義務

教育制度だと、小学校、中学校ではないんだ、一貫してやるんだ

という大きな転換があって、そういう国の制度の変更に合わせて

我々も真剣に子どもたちのことを考えていかなきゃいけないので

はないかと思います。 

明治の初年に小学校が各村にできたころには、よく言われるん

ですけれども、学校に行くと黒板があって机があって椅子があっ

て、そしてオルガンがあってという、村一番の文化施設だったと。

そういうところで地域の人たちに支えられて日本の義務教育制度

がスタートしたんだろうとは思いますが、望月委員長、何かご意

見があったらどうぞ。 

望月委員長 そうですね、これからは小中一貫教育というのは国の施策とし
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ても重要な枠を占める。しかし、本市は前から幼稚園教育という

ものに手をつけていますので、幼小中一貫教育というのは他市に

誇れる取組みではないかなと思います。今はまだ具体的なものと

いうことがさっきあったんですが、そういった点については今ま

で研究してそれなりの成果は上げているんですけれども、さらに

深めて、そして神奈川県の取組みの先進地域として模範になるよ

うにしていきたいなというふうに考えています。 

古谷市長 それにふさわしい教育設備を充実させるように頑張りたいと思

います。 

教育長 今年度、実は神奈川県のモデル校の指定をされました。その中

で秦野市の北中学校区がモデル校の指定を受けています。これは

県のほうでは、こういう分類をしています。隣接型か分離型の併

存ということで、これは海老名市がやっています。秦野の場合は

隣接型で小学校と中学校が隣接、それから、箱根町は分離型と町

全体での取組みということで、中学校区１つに小学校が幾つもあ

る、そういう取組みをそれぞれ研究でやっておりますので、これ

がもう少し１年になりますと具体的なものが出てくるだろうとい

うふうに思っています。 

古谷市長 来年度の予算にかかわることで、その前に県へ行ってヒアリン

グを受けてきたんですが、秦野養護学校というのは病弱な子ども

たちを面倒見ている学校なんですが、教育長や教育委員ともよく

相談したんですが、今まで秦野の障害のある子どもたち、身体障

害、知的障害含めて平塚の養護学校に遠距離通学をしていたわけ

なんですが、ようやく末広小学校の中に知的障害の小学部と中学

部ができて、さらにここで朗報なんですが、身体障害の子どもた

ちの秦野養護学校に高等部を建設してくれる予定になっておりま

して、そうしますと、身体障害であっても、知的障害であっても

子どもたちが医療機関のあるところでできますので、障害のある

子どもたちの義務教育を受ける環境もよくなってきたなというふ

うに教師とも喜んでいるところなんですが、報告をさせていただ

きます。 

ほかにご意見等、よろしいですか。 

ないようでございますので、秦野市教育大綱につきましては、

今回お示しさせていただきました大綱（案）を秦野市教育大綱と

したいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 －異議なし－ 

古谷市長 ご異議なしというように確認をさせていただきます。ありがと

うございます。 
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それでは、平成２８年度からの５年間は、この大綱を秦野市教

育大綱といたします。しかしながら、５年間の間には社会情勢や

教育環境の変化等により改善、見直しの必要が生じたときには、

再度、総合教育会議において協議をさせていただきたいと思いま

す。 

次に、「その他教育課題等に関する意見交換」に移りたいと思

います。 

明日から市議会の平成２８年第１回定例会の開会を予定してお

ります。引き続き厳しい財政状況ではありますが、平成２８年度

予算を取りまとめ、議案として提出いたします。議案提出に当た

っては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条にお

いて、教育委員会の意見聴取について定められております。既に

教育委員会会議においてご審議いただいているとは存じますが、

この場を使いまして意見交換をさせていただければと思っており

ます。 

意見交換に際しまして、平成２８年度主要施策等について、詳

細な説明を事務局からお願いしたいと思います。 

 教育総務課長 それでは、教育委員会主要施策についてご説明をさせていただ

きます。資料２をご覧ください。 

まず、１の「平成２８年度基本方針」、これにつきましては、

先ほど決定をいただきました秦野市教育大綱の５つの方針、これ

に即しました基本方針としてございます。これは今年度中に策定

を予定しています「はだのわくわく教育プラン」の基本方針と同

じ基本方針、５つの施策に対する基本方針というふうなことにな

ります。 

主要施策のほうですが、おめくりをいただきまして２ページに、

この基本方針に即した２８年度の主要施策として表にさせていた

だいてございます。 

まず、（１）のたくましく生きる子どもの育成の部分でござい

ますが、主なものとしましては①の「確かな学力の定着・向上」

では、来年度、教育指導助手を２名増員しまして、５１名を各小

学校に派遣をいたします。また、⑤の「学校におけるＩＣＴ化の

推進」、こういった中ではＩＣＴを活用した授業づくり等への支

援というようなことで、そういった支援員の派遣の充実をいたし

ていくということでございます。⑥の「子育て支援の充実」では、

新たに国の補助制度を活用して幼稚園型の一時預かり事業を導入

していこうということでございます。 

次に（２）の地域力を生かした学校づくりでございますが、①
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の「学校支援づくりの推進」では、先ほどもお話ございましたが、

新たな学校づくりの仕組みとしましてコミュニティスクールの推

進を行うということです。②の中では「支援教育の推進」という

ことで、特別支援学級の介助員を２名増員いたしまして、４５名

を小中学校に配置をいたします。 

３ページになります。（３）の安全・安心な教育環境づくりで

ございますが、①の「西中学校体育館等複合施設の整備」では、

２８年度において整備構想の策定に取り組ませていただきます。

②と④の学校施設の整備の関係でございますが、これは合わせま

して１０カ所の改修工事のほうを実施することとしてございま

す。③の「教育施設の一体化整備の研究」、先ほどもございまし

たが、これにつきましては構想づくりに向けた調査・研究を実施

していくということでございます。⑤の「学校におけるＩＣＴ教

育の環境整備」でございます。これについては、今年度、研究校

を指定しましてタブレット端末の整備を行っていく予定でござい

ます。 

おめくりをいただきまして、４ページでございます。 

（４）の生涯学習活動の充実につきましては、特に③の「図書

館サービスの充実」につきましては、開館時間の延長等、委託業

務の充実を行っていくということでございます。⑤の「公民館施

設の長寿命化の推進」では、１１館ございますが５館の改修工事

のほうを実施していくということでございます。 

（５）の文化活動の充実、郷土文化の伝承等でございますが、

取組みとしては市民文化の向上ですとか文化財の活用、特色ある

図書館づくり、こういったものに対して支援、推進を行っていく

ものでございます。 

主要施策としましては、全部で２３事業を平成２８年度の主要

施策と位置づけてございます。 

説明は以上でございます。 

古谷市長 ありがとうございました。 

課長のほうの説明が終わりました。ご意見等をいただければと

思います。いかがでございましょうか。 

望月委員長 今、学校教育では、いじめとか不登校あるいは特別支援教育と

いうような複雑化、多様化しているわけでありますけれども、国

ではそうした中で教員に加えてスクールカウンセラーとかソーシ

ャルワーカーとか、部活動支援、あるいは介助員とか、地域みん

なで協力をし合って、そしてチームとしての学校づくりというも

のが国で求められているわけですけれども、本市では特別支援教



 11 

育の推進に当たっては、子どもたちのきめ細かな支援という観点

から多様化する教育的なニーズに的確に応えられるように、子ど

もを多面的に捉えて、そして適切に支援するために特別支援学級

には今年度も介助員を、通常の学級には教育指導助手を増やして

いるわけですけれども、来年度も介助員と教育指導員それぞれ２

名増員ということでお願いしているところであります。 

本来なら、こうしたことは国のほうで予算をつけていただくと

ころですけれども、なかなか支援なしでは学校運営上もどうにも

ならないため、大変難しい財政状況の中で国や県の補助もなくて

市で予算措置を図るという、非常に財政が厳しい中でご配慮して

いただいて、学校の教員も大変助かっているんじゃないかなと思

います。そういう意味では、市長には大変感謝をしているところ

であります。 

古谷市長 ただいま介助員や指導助手などの配置に対しまして、先生方を

支援する予算として本市は約１億円を計上しております。今お話

があったとおり、本来ですと教職員の人員配置は県の役割となり

ますので、市費で配置する場合にはできれば国や県の補助を仰ぎ

たいところでございますが、実際には補助を受けることは非常に

困難な状況にございます。しかしながら、学校運営への支障があ

ってはならないこと、ひいては未来を担う子どもたちのためにも、

限られた予算ではありますけれども、今後も努力していきたいと

思っているところでございます。 

ほかにございますでしょうか。 

飯田委員 私も保護者の目から見て、先生方は本当に忙しいと思っており

ます。こうした介助員や指導助手などが増えることによって、先

生たちがより多くの児童生徒たちに目を向けることによって、い

じめの撲滅につながったりもするのではないかと思っております

ので、この事業をより一層展開をしていっていただければと思っ

ています。 

古谷市長 その他、ございますでしょうか。 

片山委員 施策の２ページ目、「確かな学力の定着・向上」というところ

になります。これは国で５年、１０年の変化を見据えて、いろい

ろなことを考えて、さらに将来的なことを考え、学習指導要領の

あり方を検証していると伺っているんですけれども、わかる範囲

で結構ですので、その検討内容について教えてください。 

古谷市長 これは事務局のほうでお願いします。 

 教育指導課長 新しい学習指導要領は、子どもが何を知っているかだけではな

く、知っていることを使ってどのように社会・世界とかかわり、
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よりよい人生を送るかということ。言いかえますと、知識・技能・

思考力・判断力・表現力など、学びに向かう力や人間性の全てを

いかに総合的に育んでいくかという観点で現在検討されていると

ころでございます。その中で、子どもの学び方につきまして、課

題の発見、解決に向けて主体的・協働的に学ぶ、いわゆるアクテ

ィブ・ラーニングを取り入れることが必要と言われていますが、

本市におきましても学力の定着・向上については重要課題の一つ

という認識でおります。 

片山委員 今、アクティブ・ラーニングとキャリア教育ということを取り

入れてやっていくということと理解しましたが、よろしいですか。 

 教育指導課長 はい。 

古谷市長 その他、ご意見ございますでしょうか。 

望月委員長 これから新指導要領、平成３０年になって実施されるわけです

けれども、これからの教育を考えたときに、小学校でも英語がさ

らに強化されるとか、そういうことがあります。今、課長のほう

で説明がありましたアクティブ・ラーニングというようなことも、

これからの目玉になってくるのではないかと思います。そういう

中で、これからの教育というのは、内容論、「何を」ということ

よりも、むしろ、「どのように」教えていくかという教育方法論

が問われてくるのではないかなというふうに思います。その教育

方法論の中では、アクティブ・ラーニングもそうだし、ＩＴＣも

含まれてくるわけです。ですから、そういうような教育方法論的

なものにつきましては、県などと連動しながら本市としても積極

的に進めていく必要があろうかというふうに考えています。 

古谷市長 教育指導課長、ご意見ください。 

 教育指導課長 今、委員長がおっしゃったように、これからの将来を見据えて、

アクティブ・ラーニングも含めた方法論についても研究してまい

りたいと考えております。 

古谷市長 その他、ご意見どうでしょうか。 

髙槗委員 私からは、２ページ目の「いじめ等の対策の推進」なんですけ

れども、昨年の１１月１５日に、市制６０周年を記念して子ども

議会が開催されました。私も傍聴させていただきました。そこで、

子ども議員として児童生徒委員会の子どもたちが、未来の秦野に

ついて考え、子どもの視点からまちづくりについて様々な質問を

行っていました。 

その中で、いじめ根絶を目指して「スマートフォン・携帯電話

等によるネットいじめはしません」という６つの合言葉をもとに

した決議を行いました。これを広く市民に向かって訴えかけてい
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たのを見て、子ども自身が子どもの主体性があって行うこのよう

な取組みが大変すばらしいなと感じておりました。この「いじめ

を考える児童生徒委員会」というのは、小学生と中学生が同じ立

場で委員になっているわけですが、大変しっかりした考えを持っ

ているので、この委員会を中心に、いじめ対策も引き続き取り組

んでいただきたいということをお願いしておきます。 

 教育指導課長 ありがとうございます。一つ説明を加えさせていただきたいの

ですけれども、いじめ対策につきましては、いじめの未然防止、

それから早期発見、早期対応の３つの観点、特に未然防止に重点

をおいて取り組んでおります。 

いじめは子どもたちの間で起こることから、子どもが主体とな

って、いじめは決して許されないという意識を広く児童生徒はも

とより保護者、地域にお住まいの方々に浸透させ、秦野市からい

じめ根絶を目指すため、「いじめを考える児童生徒委員会」を平

成２０年より行っておりますが、今後もいじめ対策の核として継

続して行っていきたいと考えております。 

古谷市長 その他どうでしょうか。ご意見ありますか。 

望月委員長 いじめが今大きな課題になっているわけですけれども、今、指

導課長が説明されましたように、いじめ対策というのはまず未然

防止とか早期発見等が必要だということで、そういう方向でいじ

め防止に取り組んでいるということですが、本市の特徴としては、

「いじめを考える児童生徒委員会」というものが早い時期から発

足されて、そして実際にいろいろ話し合いなどを中心にいじめ防

止に取り組んでいる。我々その委員会に教育委員も参加させてい

ただいて、実際にいろいろと子どもたちの活動の様子を見てきて

います。 

いじめ防止というのは、やっぱり大人がこれはだめだ、あれが

だめだというようなことももちろん大切なんですが、子ども自身

がいじめは絶対いけないんだというような意識にさせる。そして、

子ども自身が自助能力というものを身につけさせるということが

大変重要だと思うわけであります。そういうことから考えて、本

市のいじめ防止には、この「いじめを考える児童生徒委員会」が

非常に大きな効果を上げているのではないかなというふうに私は

個人的に認識しております。ですから、ぜひともこれからは児童

生徒と同時に地域や保護者等も含めて、さらに充実・発展させて

いかなければいけないのではないかと考えています。 

教育長 今、委員長からそういうお話があったんですが、実は秦野の「い

じめを考える児童生徒委員会」の取組みを一つの参考にして、神
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奈川県が県下全体で取り組みたいと。秦野の子どもたちがそこに

行って発表するという、そういう場面もあったんですね。ぜひこ

れは子どもたちの取組みなので、より一層継続してやっていかな

ければいけない、こんなふうに思います。 

古谷市長 その他、ございませんか。 

飯田委員 私は、資料２の３ページにあります西中学校体育館等複合施設

整備のことなんですが、地元では新たに施設ができるということ

で大変期待をしている事業であると思います。私も西中学校の卒

業生として大変期待をしているんですが、東京オリンピックなど

建設需要が膨大してきた影響を受けて、新たな事業手法、事業内

容を見直して事業を実施することになったとお聞きしておりま

す。具体的な部分は来年度から取り組んでいくということになっ

ていると思いますが、今後のスケジュールについて、もう一度最

後に確認したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 教育総務課長 複合施設の整備についてということでございます。今言われま

したように見直しを行いまして、事業手法を当初計画の公設民営

方式から従来実施しています公設公営方式という形に見直しを行

いまして、将来の小中学校の施設の一体化、先ほどもちょっとお

話がありましたけれども、そういったものを見据えた中で校舎の

改築に先行して一体化に対応した規模に体育館等を建てかえてい

くと。そういった中で、生涯学習ですとか地域コミュニティ、こ

ういったものに必要な機能を複合化した多機能型の体育館として

整備をするというようなことを予定してございます。 

お話のありました整備のスケジュールでございます。この主要

施策のほうにも載っていますけれども、２８年度には消防分署も

分離して建てかえるということになってございますので、その建

てかえの事業と連携して、配置や機能、こういったものの整備の

構想の取りまとめを行います。その後、今、総合計画の後期基本

計画を策定してございます。２８年度から３２年度までの５年間

の計画ですけれども、その期間内において整備に努めていくとい

うふうなことでございます。いずれにしても、２８年度にそうい

った整備の構想をまとめていくというふうなことでございます。

よろしくお願いします。 

教育長 補足といいますか、若干言いわけ的になってしまうのですが、

ご承知のとおり、先ほど課長が説明しましたように、当初は複合

施設として全体で消防も含めてという計画でございました。とこ

ろが、提案のあったグループが、最終的に撤退をしたということ

で、新たな方法でやっていこうということになりました。実はそ
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のときに何が起きたかといいますと、消防で新東名が開通するの

にあわせて先行して消防の施設をつくらなければならない。消防

だけつくることになりまして、ちょうど忠魂碑のあった部分に現

時点では消防ができて、運営しながらできてという流れになりま

すので、残った区域で考えなくてはいけない。そうしますと、そ

の残った区域でどういうものができるかということを新年度に整

備構想をつくっていく、こういう考え方があります。 

実は今朝、ラジオでやっていたんですが、先ほど飯田委員がお

っしゃった東京オリンピック建設事業、それから復興事業という

ことで、話によりますと、職人さんの数が足りない。それから非

常に費用が上がって２倍、３倍にもなっている。資材も同様だそ

うで、一体全体どの程度影響が出てくるのかということも含めて、

今後のスケジュールの中でそういうこともきちんと整理していか

なくてはいけないなというようなことを思っています。オリンピ

ック需要はオリンピックの前年ぐらいまでにはある程度落ち着く

のかなと、こんな気がしていますが、そういうことも見極めて、

このことはやっていかなくてはいけない、そのように思っていま

す。 

古谷市長 飯田委員、何かご意見ございますか。 

飯田委員 整備に当たって、事務局は本当にご苦労されていると思います。

先ほども言いましたが、私も西中学校の卒業生でもありますし、

地元でも大変期待している事業なので、引き続き整備に努めてい

ただければと思っております。よろしくお願いします。 

古谷市長 ほかにございませんか。 

片山委員 ４ページの図書館サービスの充実のところなんですけれども、

具体的には開館時間の延長、民間委託ということで利用者のサー

ビスの向上を図ろうということだと思いますが、予算もかなり多

くなっていることもありますので、もう少し詳しく教えていただ

けたらと思います。 

 図書館長 今、片山委員からありました図書館業務サービスの拡充を含め

てのご説明をいたします。 

現在、図書館につきましては年間平均して約２９２日開館をし

ております。その中で開館日につきまして、火曜日、土曜日、日

曜日が午前９時から午後５時まで、水曜日、木曜日、金曜日が午

前９時から午後７時と、２つの時間帯で開館をしております。そ

ういう開館時間で運営をしておりますが、利用されている学生さ

ん、あるいは社会人、また会社等を退職されました私の先輩たち

からも、「土曜日・日曜日は、これから日が延びるのに、館長、
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もっと長くやってもらえないか」というお話をいろいろ聞いてお

ります。そういうことも含めまして、新年度につきましては、土

曜日・日曜日につきまして、現在５時までの開館を午後７時まで

開館したい。それによりまして年間約１００日、開館時間が延び

ますので、水・木・金・土・日ということで午後７時まで開館が

延びるというような形を一つ目指しております。 

もう一つのサービスとしまして、市民の方が利用される図書館

の中で一番多いのは本の貸し出しで、こういう本が借りたいとい

う形でカウンターのところで並ばれるんですが、そういうときに

非常に時間のかかる部分もあります。そういう中で、今１階でカ

ウンター業務については民間に委託をしておりますが、利用され

る方が登録あるいは貸出・返却まで一貫して動ける体制をもう少

し充実して拡充をしたいということなど、あわせて業務を拡大す

ることで民間の人たちの張り付きをもう少し増やして、スムーズ

な、市民にとって気持ちよく利用できる図書館づくり、そういう

ことを２８年度は目指していきたいというような形で考えており

ます。 

古谷市長 図書館はカルチャーパークの敷地内にあることから、来年度以

降、カルチャーパークの施設として一元管理をしていく予定にな

っております。文化会館などのほかの施設とうまく連携をとって、

親しみやすく利用者に喜ばれる図書館としてほしいなと思ってお

ります。 

また、カルチャーパークは今年度で一定の整備が完成をいたし

ます。園内には図書館、文化会館、体育館等の施設やライオンズ

の森などの緑地空間、仮称ではございますが「水とバラの広場」

などを新たに設置いたします。まちの中で親子が遊びや学びを通

して共に成長し、心を通わすことのできる、そういったいろいろ

な可能性が詰まった公園にしていきたいものだなと思っていると

ころでございます。こういった施設などを十分にご活用いただい

て、子どもたちが遊びや学びの中で、大綱の中にもございます「未

来に向かってたくましく生きる子ども」となれるような教育を、

教育長さんや教育委員の皆さんとともに取り組んでいきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。表丹沢野外セン

ターもいろんな利用者が多くて喜んでいるところでございます。 

ほかにございませんでしょうか。 

片山委員 今、市長からもおっしゃっていただいたんですけれども、非常

に良い設備が出来ているところだと。人が環境をつくるわけです

けれども、環境ができてやっぱり人というのは教育を受けられる
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のかなということだと思います。その両方、施設をまずつくらな

くてはいけない。それができれば良い教育ができるということだ

と思います。施設ができれば市民の方がたくさん来られるという

ことで、子どもたちもまた教育の機会が増えるのではないかと思

います。 

この幼小中一貫教育、知の循環型社会を目指すときには、やっ

ぱり必要な施設をつくっていただいて、非常に近隣に誇れる施設

というように私自身は思っていますので、非常にありがたいと思

います。 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

望月委員長 

教育環境の整備で常々市長がおっしゃっていただいた、私の仕

事は子どもたちの環境整備をすることなんだということをおっし

ゃっていただいて、エアコンの整備もそうですが、生涯学習施設

を含め、神奈川県下の教育長会などでも自信を持ってそういった

意味では発言ができるという、大変感謝をしております。 

特に施設整備の面で一番心配しましたのは、学校建設公社が法

人に移行することについて、最終的にはできないということで解

散するという流れにあったときに施設整備の面で非常に私自身は

心配をしました。ですが、一般会計予算の中できちんとそれにつ

いての位置づけをしていただき、先ほどの説明の中にもありまし

たけれども、施設整備について予算を確保していただいている。

長寿命化の推進といった点でも大変ありがたいなというふうに思

っています。 

先日、大秦野高校テニスコート跡地に建設中の教育庁舎を見学

させていただきました。まだ何も備品関係が置かれていないから

でしょうか、とても広く感じました。新たに、研究資料室を設け

ていただいたことで、教員の自己研鑽の一助となることはもちろ

んのこと、教育委員会と学校現場の教職員が一つの建物にいる機

会が増えるでしょうから、より一層の連携が図られるものだと期

待するとともに、市長には大変感謝をしているところです。 

古谷市長 教育庁舎につきましては、本庁舎の耐震工事を行う必要があり

ましたので、仮設庁舎ということで開始した事業であります。し

かしながら、庁舎機能の充実、教育施設等の整備を図ることから

教育庁舎として整備をさせていただきました。これからの秦野の

教育を支える拠点となってほしいと思っております。ぜひ有効に

活用していただき、教育行政の充実にご尽力いただければと思っ

ております。 

教育長 今、教育庁舎について、お話がありました。私も市役所の職員

として採用されたのは教育委員会でした。当時は本庁舎の５階に
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事務所がありました。それ以後、例えばＮＴＴのラインマンセン

ターですとか、どちらかというと教育委員会の場所が定まらない

という状況がありました。そういう意味では今回初めて教育庁舎

という位置づけをしていただいたということで、大変市長には感

謝をしているところです。執務室はもちろん、先日委員さんと一

緒に委員長を含めて中を確認させていただきましたが、３階に会

議室がございます。ちょうどこの会議室が、年度末、年度当初の

辞令交付のときには人が溢れていっぱいになってしまうような状

況で心配していたんですが、今度は大体この西庁舎３階会議室の

１．５倍程度の広さがあるということで、十分に使える。また、

それを３分割できるということでほかの会議にも使えるような形

になっていまして、今後は総合教育会議もそうですし、教職員の

研修ですとか、さまざまな活用ができるだろうと思っております。 

それから、先ほど市長からお話があった秦野養護学校の関係で

すが、本年の４月からこれも市長に決断していただいて、末広小

学校の１棟部分を全て秦野養護学校の末広校舎という形で開校で

きます。今、秦野市内から平塚養護に通っている知的障害教育部

門の小中学部の児童生徒が対象となる。これは長年、大変皆さん

が要望活動をずっと続けていただいて、ようやく実現するという

ことでございます。 

また、先ほど市長からもお話があったように、先日、県知事の

新年度予算が発表の中で明らかになった、現在の秦野養護学校を

増築しまして、末広校舎に今後通う子どもたちの高等部が設置さ

れる。今入っているところがそちらに動きましたらそこがあきま

す。そこを再整備して小・中・高等部の肢体不自由教育部門を３

１年４月に開校していただけると。 

実はこのことを県のほうからお話を聞いたときに、神奈川県の

教育長が査定の段階で、秦野のせっかく末広に来た子どもたちを、

また高校に行ったときに平塚に戻すんですかということで相当強

硬に対応していただいたそうです。そうした意味では、大変頑張

っていただいたということで感謝しなくちゃいけないなと。長年

の懸案がようやく道筋がついてきたというようなことで、改めて

私も県の教育委員会のほうにきちんとお礼の申し上げたいと思い

ますけれども、もしそういう機会がありましたら、市長からも県

の教育長にぜひそうしたことをお伝えいただけたらと思います。 

古谷市長 病弱児だけの学校だったのに、それで知的障害の小中の生徒を

入れて、その後、身体障害児の子どもたちだけが残ってしまった

なと思って胸を痛めていたんですけど、これで全てが秦野養護学
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校という傘下の中ででき、その隣には神奈川病院もあるというこ

とで、医療と教育の連携も十分にできるのではないかと思います

ので、再三の要望活動が実りましたことは本当によかったと思い

ます。長時間バスに乗って平塚まで通うのは、とても根気と苦労

の要ることだと思います。私の家の前からも、お母さんが送って

きて、車椅子で来た子をバスに乗せるんですけれども、そういう

ことができるだけ重い負担をかけないということでやってくれ

た。結果として教育長や教育部の皆さんのお力も借りて県を動か

すことができたと。最初は小さな部門で、もう仕方がないから知

的障害の子どもだけでも末広小学校の校舎をお貸しするから何と

かやってくれないかというところから始めたので、最初から全部

つくれなんて言ってオーバーに手を振り上げなくてよかったので

はないかというふうに思いますね。やっぱり一部そういうところ

から、とにかく秦野市ができるところで協力するから始めてくれ

ないかといったことが秦野市教育委員会の誠意として認めてもら

えたと、秦野市の熱意として認めてもらえたというような感じが

いたします。一歩も二歩も前進できたということで、今日こうい

う形で発表できるのは本当にありがたいことだと思います。 

そのほかなければ、次の議題に移りたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

よろしいですか。 

それでは、次に、今後の開催予定に移りたいと思います。 

今年度予定しております総合教育会議は、緊急を要する案件が

生じない限り、本日で終了となります。来年度以降の開催につい

ては、決算期、予算期に定例的に開催することを考えております。

教育委員会では教育行政点検・評価を行っておられますので、点

検・評価をもらったタイミングと予算案がまとまったタイミング

で定例的に開催していければと思っております。 

それで、よろしいでしょうか。 

 －異議なし－ 

古谷市長 ありがとうございます。 

以上をもちまして、事前に用意しておりました案件は全て終了

となります。それぞれ貴重なご意見をいただき、ありがとうござ

いました。 

それでは、進行を事務局にお返ししたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 教育部長 どうもありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして平成２７年度第３回総合教育会議
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を終了させていただきたいと思います。 
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